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説明の内容
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1.法改正の概要

2.管理計画の認定制度の概要

3.申請書類と認定基準

4.質疑応答



法改正の概要

3国土交通省資料より



管理計画の認定制度
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長期修繕計画、修繕積立金 等について

一定の基準を満たすことが条件

市 → 市
町村→ 県

国土交通省資料より

マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共
団体から「適切な管理計画を持つマンション」として、認定を
受けることができる制度が令和４年４月から創設されます。



認定を受けるメリット

区分所有者の管理への意識が高く保たれ、
管理水準を維持向上しやすくなる

適正に管理されたマンションとして、
市場において評価される

適正に管理されたマンションが存在する
ことで、立地している地域価値の維持向上
に繋がる

住宅金融支援機構の「フラット35」や
「マンション共用部分リフォーム融資」
の金利の引下げ等（※具体の基準、利率等は検討中）
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申請前に（管理計画認定手続支援サービス）
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マンションの管理の専門家「マンション管理士」の事
前確認を受けると、よりスムーズな認定の取得が期待
されます。なお、申請はオンラインを予定しています。
（（公財）マンション管理センターで実施予定）

国土交通省資料より



今後の県の予定

「マンション管理適正化推進計画※１」を
策定し、令和４年４月から町村部に立地
するマンションについて、管理計画認定
の認定申請の受付を開始する予定です。

認定制度の開始から3年間※２は申請手数
料を無料とする予定です。

※１：住生活基本計画の一部として策定します。

※２：4年目からの手数料は、普及状況等を踏まえて検討します。
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必要書類

認定申請書

集会（総会）の議事録の写し

管理規約の写し

貸借対照表

収支決算書

直前の事業年度の各月で、各戸の修繕積
立金滞納額がわかる書類

長期修繕計画の写し

組合員・居住者の名簿の保証書
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集会（総会）の議事録の写し
必要な議事録

・認定申請を行うことの決議

・直近の開催（1年以内）

・管理者等を定めている

・理事を定めている（管理組合を法人登記している場合）

・監事を選任している

・長期修繕計画の策定または変更の決議

有効性の確認

・令和３年８月３１日まで→署名及び押印

・令和３年９月１日以降 →署名（電子署名）
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管理規約の写し

必要な内容（認定の基準）

・災害等の緊急時や管理上必要なときの

専有部の立ち入り
（単棟型マンション標準管理規約第23条に相当）

・修繕等の履歴情報の管理等
（単棟型マンション標準管理規約第32条第６号に相当）

・管理組合の財務、管理に関する情報の

書面の交付（または電磁的方法による提供）
（単棟型マンション標準管理規約第64条３項に相当）
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貸借対照表及び収支決算書

提出する貸借対照表及び収支決算書
・申請日の属する事業年度の
直前の事業年度の集会において
決議されたもの

必要な内容（認定の基準）
・管理費会計と修繕積立金が分かれた
経理となっていること

・修繕積立金の会計から、他の会計への
充当や払い戻しを行っていないこと
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修繕積立金滞納額がわかる書類
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滞納なし

3か月未満で
解消した滞納

３か月以上の滞納

そ
の
年
に
徴
収
す
べ
き

修
繕
積
立
金
の
総
額

必要な内容

・直前の事業年度において各戸から

徴収すべき修繕積立金の総額
（貸借対照表及び収支決算書）

・直前の事業年度の各月において

組合員が滞納している修繕積立金の

額が確認できること

認定の基準

・支払い期限から３ヶ月以上

の滞納が生じている額が、

徴収すべき総額の１割以内

１
割
以
内



長期修繕計画の写し

計画期間のイメージ
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集会
決議日

計画期間
開始日

認定
申請日

計画期間
終了日

残存期間
大規模修繕工事を２回含む

７年以内
作成又は見直し

大規模修繕工事
１回目完了 ２回目完了

計画期間 30年以上



長期修繕計画の写し

必要な内容

・「長期修繕計画標準様式」に準拠
＜具体の項目＞
・修繕工事の内容（19項目）
・修繕工事の概算費用
・修繕工事のおおよその実施時期
・修繕積立金の月当たり㎡単価
・計画期間当初における修繕積立金の残高
・計画期間全体で集める修繕積立金の総額
・計画期間全体における専用使用料等から
の繰入額の総額

・（借入れがある場合）借入れの状況
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長期修繕計画の写し

必要な内容

・将来の一時的な修繕積立金の徴収を
予定していない

・計画期間全体での修繕積立金の総額から
算定された修繕積立金の平均額が著しく
低額でない

・計画期間の最終年度において、借入金の
返済が完了する計画となっている
（借入れがある場合）
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組合員・居住者の名簿の保証書

16

組合員名簿（区分所有者名簿）及び居住者名簿の
整備・確認に係る表明保証書（例）

神奈川県知事 殿

１．当管理組合では、組合員名簿（区分所有者名簿）を備え、かつ、
一年に一回以上の内容の確認が行われていることを表明し保証します。

２．当管理組合では、居住者名簿を備え、かつ、一年に一回以上の内容の
確認が行われていることを表明し保証します。

令和４年４月１日

マンション管理組合名 ○○マンション管理組合
マンションの所在地 神奈川県△△町××



情報提供

アドバイザー派遣制度

あなたのマンションに、マンション管理士
等の資格を持つアドバイザーを無料で派遣
します。

今年度の申し込みは令和４年２月28日
まで受け付けています。



情報提供

管理・再生セミナー（オンライン配信）

第１回 1月30日～3月13日

１．クレーマー、迷惑行為者への対応

２．マンションの耐震化

第２回 2月20日～3月31日

１．長期修繕計画作成ガイドライン改訂

２．マンション管理適正化推進計画と管理組合

※上記は、申込をした場合の配信期間です。

申込をしない場合でも視聴はできますが、視聴できる期間が短くなります。


